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主 文

１ 原告の請求をいずれも棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 岡崎市長が原告に対し平成１９年８月６日にした産業廃棄物収集運搬業許可

及び産業廃棄物処分業許可の全部を取り消した処分（×岡崎市達廃第×－×号）を

取り消す。

２ 愛知県知事が原告に対し同月２０日にした産業廃棄物収集運搬業許可の全部

を取り消した処分（×西廃第×号）を取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，原告が，岡崎市長から，原告の発行済株式総数の１００分の５以上を有

する者が禁錮以上の刑に処せられたとして廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以

下「廃掃法」又は「法」という。）１４条５項２号ニ，同号イ，７条５項４号ロの

事由に該当するとして，法１４条の３の２第１項１号に基づいて，岡崎市長が許可

権限を有する産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処分業許可を取り消され，

愛知県知事から，上記取消処分を受けたことが法１４条５項２号イ，７条５項４号

ニの事由に該当するとして，法１４条の３の２第１項１号に基づいて，愛知県知事

が許可権限を有する産業廃棄物収集運搬業許可を取り消されたことから，これらの

取消処分の取消しを求める抗告訴訟である。

１ 前提事実（争いがないか，証拠上明らかである。）

(1) 当事者等

ア 原告は，一般廃棄物の再生処理業等を目的として平成３年１１月１９日に

資本金３００万円（出資１口の金額５万円）で有限会社法の規定により設立された

会社である（なお，原告の本店所在地は，従前「愛知県額田郡αβ×番地２」であ

ったが，平成１８年１月１日にαが岡崎市に合併されたことに伴い，肩書地記載の
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住所表記となった。）。原告は，平成１８年５月１日以降，会社法の規定による株

式会社（特例有限会社）として存続し，旧有限会社の社員，持分及び出資１口はそ

れぞれ株式会社の株主，株式及び１株とみなされ，旧有限会社の資本の総額を出資

１口の金額で除して得た数を株式会社の発行可能株式総数及び発行済株式の総数と

された（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律２条）。

原告の資本金は，平成１８年１月２５日，１０００万円に増資され，その際，株

式会社Ａ（以下「Ａ」という。）の代表取締役のＢ（昭和▲年▲月▲日生。）が４

０口（２００万円）を出資した。なお，原告は，平成１８年６月３０日時点で，Ｂ

からの借入金残高が１２００万円あった。

原告の資本金は，同年１０月１３日，Ｃから１４０株（７００万円），有限会社

Ｄから２０株（１００万円）の出資を受けて１８００万円に増資された（その際，

Ｂの追加出資はなく，Ｂは原告の発行済株式総数の約１００分の１１を保有する株

主となった。）。

イ 岡崎市長は，岡崎市内で行う産業廃棄物処理業につき，法１４条１項及び

６項の許可，法１４条の３の２に基づく許可の取消し等の権限を有するものである

（廃掃法施行令２７条，地方自治法２５２条の２２第１項，地方自治法第２５２条

の２２第１項の中核市の指定に関する政令）。

ウ 愛知県知事は，愛知県内で行う産業廃棄物処理業につき，法１４条１項及

び６項の許可，法１４条の３の２に基づく許可の取消し等の権限を有するものであ

る。

(2) 原告の受けた廃掃法上の許可

原告は，平成１７年４月２８日，岡崎市長から産業廃棄物収集運搬業の許可を受

け，また，同年２月２１日，愛知県知事から産業廃棄物処分業の許可を受け，平成

１８年１月１日以降，同許可はαが岡崎市に合併されたことに伴い岡崎市長のみな

し許可とされた（以下，これらの許可を「本件許可①」という。）。

原告は，平成１８年４月２１日，愛知県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可
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（×西廃第×－×号）を受けた（以下，この許可を「本件許可②」という。）。

(3) 本件許可①及び本件許可②の取消処分に至る経緯

ア 原告は，平成１９年３月１６日，岡崎市長に対し，車両４台の追加及び株

主変更に係る「産業廃棄物処理業変更届出書」（乙１。以下「本件変更届出書①」

という。）を提出したところ，本件変更届出書①には，新たにＣが１４０株の，有

限会社Ｄが２０株の株主となったこと，その余の株主及びその保有株式数には変更

がない旨の記載がされ，さらに，発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有す

る株主の氏名又は名称として，Ｂを含む８名の氏名，法人名が記載されていた。

イ Ｂは，同年５月１５日，地方税法違反の罪で○の判決の言渡しを受け，同

月２３日，同判決は確定した。

ウ 被告岡崎市は，本件許可①の取消しに先立って，行政手続法１３条１項１

号イに基づく聴聞を行うため，同年７月２日，原告代表者に対し聴聞通知書を交付

した。

エ 原告は，同月１１日，岡崎市長に対し，平成１８年１０月２０日にＢの保

有する原告の株式４０株を原告が譲り受け，Ｅが取締役を辞任した旨を記載した

「産業廃棄物処理業変更届出書」（甲１０。以下「本件変更届出書②」という。）

を提出した。原告は，その際，「遅延理由書」と題する書面（甲１１）を添付した

が，同書面には，「弊社は，平成１８年１０月２０日開催の社員総会において，特

定株主より自己株式を取得いたしましたが，産業廃棄物処理業の株主変更の届出を

１０日以内に申請すべきことを失念しておりました。この件については，平成１９

年３月１６日に提出いたしました，増資のための役員変更の届出の際にも申告する

ことを失念していたため，同日付けで提出いたしました変更届には錯誤が生じてお

ります。また，平成１９年２月２０日に辞任した取締役の変更についても失念して

おりました。今回の申請につきましては，提出済の変更届の錯誤を訂正するととも

に，以後このようなことのないよう気をつけますので，何卒寛大な措置をお願い申

し上げます。」と記載されていた。
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オ 岡崎市長は，平成１９年８月６日，処分の理由を「発行済株式総数の１０

０分の５以上の株式を有するＢが平成１９年５月２３日，地方税法違反により法第

７条第５項第４号ロに該当するに至ったことにより，法第１４条第５項第２号ニの

規定に該当するに至ったため。」として，法１４条の３の２第１項１号の規定によ

り，本件許可①の全部を取り消し（×岡崎市達廃第×－×号。以下「本件処分①」

という。），同年８月６日，これを原告に通知した。

愛知県知事は，平成１９年８月２０日，処分の理由を「平成１９年８月６日に岡

崎市長から同市の産業廃棄物収集運搬業等の許可の取消し処分を受けたことにより，

法第１４条の３の２第１項第１号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

事由に該当するに至ったため。」として，法１４条の３の２第１項１号の規定によ

り，本件許可②の全部を取り消し（×西廃第×号。以下「本件処分②」という。），

同月２０日，これを原告に通知した。

(4) 本件訴えの提起

原告は，平成１９年８月３０日，本件訴えを提起した。

２ 関連法令等

(1) 廃掃法の定め

７条１項 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は，当該業を行

おうとする区域（運搬のみを業として行う場合にあつては，一般廃棄物の積卸しを

行う区域に限る。）を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし，

事業者（自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。），専ら再生利用の目的とな

る一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者につ

いては，この限りでない。

５項 市町村長は，第１項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるとき

でなければ，同項の許可をしてはならない。

１～３号 （略）

４号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
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イ （略）

ロ 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けることが

なくなつた日から５年を経過しない者

ハ （略）

ニ 第７条の４若しくは第１４条の３の２（第１４条の６において読み替え

て準用する場合を含む。以下この号において同じ。）又は浄化槽法第４１条第２項

の規定により許可を取り消され，その取消しの日から５年を経過しない者（当該許

可を取り消された者が法人である場合においては，当該取消しの処分に係る行政手

続法（平成５年法律第８８号）第１５条の規定による通知があつた日前６０日以内

に当該法人の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者を

いい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，法人に対し

業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を

有するものと認められる者を含む。以下この号及び第１４条第５項第２号ニにおい

て同じ。）であつた者で当該取消しの日から５年を経過しないものを含む。）

ホ～ヌ （略）

１４条１項 産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第１４条

の３の３まで，第１５条の４の２，第１５条の４の３第３項及び第１５条の４の４

第３項において同じ。）の収集又は運搬を業として行おうとする者は，当該業を行

おうとする区域（運搬のみを業として行う場合にあつては，産業廃棄物の積卸しを

行う区域に限る。）を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただ

し，事業者（自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。），専ら再生利用の目的

となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者

については，この限りでない。

５項 都道府県知事は，第１項の許可の申請が次の各号に適合していると認める

ときでなければ，同項の許可をしてはならない。

１号 （略）
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２号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 第７条第５項第４号イからトまでのいずれかに該当する者

ロ，ハ （略）

ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに

該当する者のあるもの

ホ，ヘ （略）

１４条の３の２第１項 都道府県知事は，産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄

物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは，その許可を取り消さなければ

ならない。

１号 第１４条第５項第２号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。

２，３号 （略）

(2) 廃掃法施行令（ただし，平成１９年政令第３３９号による改正前のもの）の

定め

２７条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち，法第２０条の２

第１項の規定による登録に関する事務以外の事務は，地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２５２条の１９第１項に規定する指定都市の長及び同法第２５２条の

２２第１項に規定する中核市の長並びに尼崎市，西宮市，呉市，大牟田市及び佐世

保市の長（以下この条において「指定都市の長等」という。）が行うこととする。

この場合においては，法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は，指

定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

(3) 「行政処分の指針」（平成１７年８月１２日環廃産発第０５０８１２００３

号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知）の定め（乙４。

以下「本件指針」という。）

第２ 産業廃棄物処理業の事業の停止及び許可の取消し（法第１４条の３及び第

１４条の３の２）

２ 要件
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(4) 第１４条第５項第２号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき

（法第１４条の３の２第１項第１号）

欠格要件とは，申請者の一般的適性について，法に従った適正な業の遂行を期待

し得ない者を類型化して排除することを趣旨とするものであり，産業廃棄物処理業

者が欠格要件に該当するに至った場合には，許可を取り消さなければならないこと。

なお，法人の役員等が欠格要件に該当した場合に，法人が取消処分を受けることを

免れるため，事後的に当該役員を解雇・解任したり，又は役員自らがその地位を辞

任することが考えられるが，法第１４条の３の２第１項第１号が欠格要件に「該当

するに至ったとき」としているとおり，いったん欠格要件に該当した以上，仮に法

人の役員等がその地位を完全に辞任したとしても許可を取り消さなければならない

こと。また，この場合に，退任等の時期を遡らせた変更の登記を行い，当該役員等

が欠格要件に該当するより前に退任等していた旨主張するという事例も散見される。

しかしながら，そもそも，商業登記簿の登記事項に変更が生じた場合，当事者は遅

滞なく変更の登記をすべき法律上の義務がある上，廃棄物処理業者の場合は，その

役員に変更があれば変更の日から１０日以内に届け出なければならず（法第１４条

の２第３項，第７条の２第３項），これに違反した場合は刑罰を科せられるもので

あるから（法第３０条第２号），欠格要件に該当した後に日付を遡らせた変更の登

記がなされることそれ自体が不自然であり，この場合，特段の事情がない限り，当

該変更の登記の存在にかかわらず，当該役員は在職中に欠格要件に該当したものと

扱って差し支えないこと。（中略）

欠格要件の判断に当たっては，以下を参照されたいこと。

① （略）

② 法７条５項４号ニの「法人に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又

はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」とは，法人

の業務を執行する権限はないものの，法人に対する実質的な支配力を有する者をい

い，例えば，相談役，顧問等の名称を有する者，法人に対し多額の貸金を有するこ
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とに乗じて法人の経営に介入している者又は一定比率以上の株式を保有する株主若

しくは一定比率以上の出資をしている者などが典型的には想定されるが，これら以

外の者でも該当するものがあると考えられることから，法人の従業員等からの報告

徴収を積極的に活用するほか，関係機関とも連携して実態を把握し，個別の事例に

応じて適切に判断されたいこと。なお，規則第９条の２及び第１０条の４等におい

ては，許可の申請に当たって発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株

主又は出資額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称

等を把握することとしているが，これらの者は同号ニに該当する蓋然性が高いと解

されること。また，ここでいう「同等以上の支配力」とは，「取締役（いわゆる

「平取締役」）」と同等以上の支配力であれば足りることから，「支配力を有する

ものと認められる者」については，経営方針を単独の意思で決し得るような強大な

権限を有する者であることまでは要しないこと。（以下略）

３ 争点

(1) 本件処分①の適法性について

(2) 本件処分②の適法性について

第３ 争点に関する当事者の主張

１ 争点(1)について

（被告らの主張）

(1) 法７条５項４号ニ所定の「法人の役員」に発行済株式総数の１００分の５以

上の株式を有する株主が含まれること

法１４条の３の２第１項１号は，産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業

者が法１４条５項２号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき，その許可

を取り消さなければならないと規定しているところ，このうち，法１４条第５項２

号ニは「法人でその役員又は政令で定める使用人のうちイ又はロのいずれかに該当

する者のあるもの」と規定しており，法１４条５項２号イは「法第７条第５項第４

号イからトまでのいずれかに該当する者」と規定している。
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そして，法７条５項４号ニでは，「法人の役員」を「業務を執行する社員，取締

役，執行役又はこれらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有す

る者であるかを問わず，法人に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれ

らに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号

及び第１４条第５項第２号ニにおいて同じ。」と規定しているところ，本件指針に

おいては，「『法人に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ず

る者と同等以上の支配力を有するものと認められる者』とは，法人の業務を執行す

る権限はないものの，法人に対する実質的な支配力を有する者をいい，例えば，相

談役，…（中略）…又は一定比率以上の株式を保有する株主若しくは一定比率以上

の出資をしている者などが典型的には想定される…（中略）…許可の申請に当たっ

て発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資額の１００分の

５以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称等を把握することとしてい

るが，これらの者は同号ニ（法７条５項４号ニ）に該当する蓋然性が高いと解され

る。また，ここでいう『同等以上の支配力』とは，『取締役（いわゆる「平取締

役」）』と同等以上の支配力であれば足りることから，『支配力を有するものと認

められる者』については，経営方針を単独の意思で決し得るような強大な権限を有

する者であることまでは要しないこと。」と記載されている。

したがって，法１４条５項２号ニ所定の「法人の役員」には発行済株式総数の１

００分の５以上の株式を有する株主が含まれるものと解される。

(2) Ｂが法７条５項４号ニ所定の「法人の役員」に当たること

ア Ｂは，地方税法違反による○の有罪判決が確定した平成１９年５月２３日

時点において，原告の発行済株式総数の約１００分の１１の株式を保有し（株式の

保有数は登記簿上のどの役員よりも多い。），原告に対して多額の金員を貸し付け

ていたほか，Ｂと親しいＦ及びＢ自身の事実上の使用人であるＧを原告に紹介し，

同人らが原告に対し２０口（１００万円）ずつ出資していることなどからすれば，

法７条５項４号ニ所定の「法人の役員」に該当すると解するのが相当である。
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イ なお，原告は，Ｂが平成１８年１０月２０日ころに原告の株式を譲渡し，

有罪判決の言渡しを受けた時点では既に原告の株主ではなかった旨主張し，書証と

して平成１８年１０月２０日に株主総会を開催したとする臨時株主総会議事録（甲

４。以下「本件議事録」という。）を提出する。

しかし，原告は，平成１９年３月１６日付けで被告岡崎市に対して提出した本件

変更届出書①において，他の株主に変更があったことを申告しておきながら，Ｂに

ついてはそのまま原告の株主として記載している。

被告岡崎市は，Ｂの○の有罪判決が平成１９年５月２３日に確定したことから，

同年７月２日，原告代表者に対して行政手続法１３条１項１号イに基づく聴聞を行

うための聴聞通知書を交付したところ，その後，原告は，同月１１日，Ｂが株主で

なくなった旨の本件変更届出書②を提出するとともに，本件変更届出書①において

Ｂを株主から除外することを失念していた旨記載した「遅延理由書」（甲１１）を

添付しているが，仮に本件議事録のとおり真に平成１８年１０月２０日に臨時株主

総会を開催していたとすれば，本件変更届出書①において同株主総会で決定された

重要事項を失念することはあり得ないから，原告の主張する平成１８年１０月２０

日開催の株主総会なるものは，Ｂの○の有罪判決が平成１９年５月２３日に確定し

た後に，本件許可①を取り消されることを回避するために原告が偽装したものにす

ぎない。

なお，原告は，被告岡崎市の聴聞手続において，Ｂが出資金の返還を受けたこと

を示すものとして別紙約束手形目録記載の約束手形（以下「本件約束手形」とい

う。）の控え部分の写し（乙３）を提出したが，その後，被告岡崎市が本件約束手

形の控えの原本（乙２）を確認したところ，受取人欄の記載内容が聴聞手続におい

て提出されたものと一致しなかった。

(3) 岡崎市長は，法７条５項４号ニ所定の「法人の役員」に該当するＢが，「地

方税法違反により法７条５項４号ロに該当するに至ったことにより，法１４条５項

２号ニの規定に該当するに至ったため。」として，法１４条の３の２第１項１号の



- 11 -

規定により，本件処分①をしたものであり，本件処分①は適法である。

（原告の主張）

(1) Ｂが平成１８年１０月２０日ころ原告の株式４０株を原告に譲渡したこと

ア Ｂは，平成１８年１０月初めころ，Ｈに対し，「税務署に入られて，銀行

の融資が難しくなっている。会社の資金繰りができないので，４００万円返してく

れ。」と依頼した。

イ 原告は，Ｂの依頼をむげに断ることはできなかったため，同年１２月２０

日を支払期日とする本件約束手形で支払うこととし，その内訳として，２００万円

は原告に出資した株式分として，２００万円は借入金の返済分とすることとし，Ｂ

の了解を得た。

ウ 原告は，主要な株主に対しその旨を伝え，同年１０月２０日，Ｂの４０株

の買取りについて，形だけの臨時株主総会を開催して同意を得た（原告は，Ｈが実

質的に経営する会社であり，Ｈの意見が１００％通る状況であった。）。原告は，

これに基づいて，同月２４日，金額４００万円の本件約束手形を振り出して，Ｂに

これを交付した。

エ 本件約束手形は，支払期日の同年１２月２０日に決済され，４００万円の

うち２００万円が株式の譲渡代金に，残りの２００万円がＢからの借入金の返済に，

それぞれ充当された。

(2) Ｂが原告に対する支配力を有していないこと

Ｂは，原告の取締役・監査役ではなく，また，業務を担当する従業員でもない。

Ｂは，原告の業務を行ったことは全くなく，Ｉが原告の代表取締役になってからは，

１度も原告の作業所に来たことはないし，Ｉに業務の指示をしたこともない。

Ｂは，原告の実質的経営者であるＨとは数十年来の知り合いであるが，Ｈを通じ

て原告の業務・経営に関して指示や支配をしたことは全くない。また，Ｂが経営し

ていたＡと原告との取引は全くない。

(3) Ｂは○の有罪判決を受け同判決が平成１９年５月２３日に確定したものであ
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るが，Ｂは，上記(1)のとおり，平成１８年１０月２０日ころに原告の株主ではな

くなっているし，実質的な支配力を有するものでもなく，法１４条５項２号ニ所定

の「法人の役員」には当たらないから，本件処分①は違法である。

２ 争点(2)について

（被告愛知県の主張）

(1) 岡崎市長がした本件処分①は，正当な権限を有する機関により取り消されな

い限りは有効であり，一切の者はその効力に拘束される。

愛知県知事は，本件処分①を前提として，法１４条の３の２第１項１号，１４条

５項２号イ，７条５項４号ニの規定に従って本件処分②をしたものであって，本件

処分②が適法であることは明らかである（なお，原告は，本件処分②の固有の瑕疵

について何ら主張していない。）。

(2) なお，岡崎市長がした本件処分①が適法であることは，争点(1)（被告らの

主張）で述べたとおりである。

（原告の主張）

愛知県知事がした本件処分②は，岡崎市長がした本件処分①を前提とするもので

あるところ，争点(1)（原告の主張）で述べたとおり，本件処分①は違法であり取

り消されなければならないから，本件処分②も違法であってこれを取り消すべきで

ある。

第４ 争点に対する判断

１ 争点(1)について

(1) 法７条５項４号ニ所定の「法人の役員」該当性について

被告岡崎市は，Ｂが法７条５項４号ニ所定の「法人の役員」に当たるとし，Ｂが

平成１９年５月１５日地方税法違反の罪で○の有罪判決の言渡しを受け同月２３日

同判決が確定したことから，原告が法１４条５項２号ニ，同号イ，７条５項４号ロ

の事由に該当するとして，法１４条の３の２第１項１号に基づいて，本件処分①を

したものであるところ，Ｂが上記のとおり平成１９年５月２３日に禁錮以上の刑に
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処せられたことは当事者間に争いがないから，本件処分①が適法であるか否かの判

断においては，Ｂがその時点において法７条５項４号ニ所定の「法人の役員」に該

当したか否かの点のみが問題となる。

そして，法７条５項４号ニは，「法人の役員」について，「業務を執行する社員，

取締役，執行役又はこれらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を

有する者であるかを問わず，法人に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又は

これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。」と規

定しているところ，Ｂは，「業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準

ずる者」には当たらないから，本件においては，Ｂが「法人に対し業務を執行する

社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認

められる者」に当たるか否か，すなわち，特例有限会社である原告においては，

「取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者」に当たるか否かが問題

となる。

この「取締役と同等以上の支配力」とは，いわゆる「平取締役」と同等以上の支

配力であれば足りると解されるから，「取締役と同等以上の支配力を有するものと

認められる者」については，経営方針を単独の意思で決し得るような強大な権限を

有する者であることまでは要しないと解される（本件指針参照）。そして，会社に

対する支配力を判断するに当たり考慮すべき事項として，相談役，顧問等の名称使

用の有無，業務上の意思決定に対する関与の内容及び程度，保有する株式の割合，

貸付金の額等が考えられるところ，このうち，保有する株式の割合については，廃

掃法施行規則９条の２及び１０条の４において，産業廃棄物収集運搬業又は同処分

業の許可を受けようとする者が法人である場合においては，その提出する申請書に，

「発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者があるときは，これらの者の氏名又は名

称，住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の

金額」を記載しなければならず，「これらの者の住民票の写し」等を添付しなけれ
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ばならないとされていることにもかんがみると，発行済株式総数の１００分の５以

上の株式を有する株主については，取締役等と「同等以上の支配力」を有する蓋然

性が高いものと解するのが相当である（本件指針参照）。

以下，上記観点から，Ｂが原告において「取締役と同等以上の支配力」を有する

者に当たるか否かを検討する。

(2) Ｂの保有する株式割合について

ア 原告の資本金が１８００万円に増資された平成１８年１０月１３日の時点

で，Ｂが原告の株式４０株（発行済株式総数の約１００分の１１）を保有していた

ことは当事者間に争いがない。

イ 原告は，平成１８年１０月２０日ころにＢが保有する株式４０株を譲り受

けた旨主張し，書証として，同日付けの本件議事録（甲４），原告が振り出してＢ

に交付した本件約束手形の写し（甲５の１・２），原告のＪ信用金庫Ｋ支店の当座

勘定照合表の写し（平成１８年１２月２０日に手形番号「××××××」の約束手

形金４００万円が引き落とされたことを示すもの。甲６），Ｂ作成に係る原告あて

の平成１８年１０月２４日付け領収証（金額２００万円。「貴社株式（４０株）売

却代金として」と記載されたもの。甲７），Ｂ作成に係る原告あての平成１８年１

０月２４日付け領収証（金額２００万円。「貴社への貸付金の弁済金として」と記

載されたもの。甲８）を提出する。

ウ しかしながら，原告は，前記前提事実のとおり，平成１９年３月１６日付

けで岡崎市長に対して提出した本件変更届出書①において，他の株主に変更があっ

たことを申告しておきながら，Ｂについては保有株式数に変更がない旨の記載をし，

かつ，発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主としてＢの氏名等を

記載しているところ，原告が真に会社法の規定に従って自己株式を適法に取得する

ために平成１８年１０月２０日に臨時株主総会を開催してＢが保有する原告の株式

４０株を譲り受けたのであれば，その後に法１４条の２第３項，７条の２第３項，

廃掃法施行規則１０条の１０第１項２号ハ等に基づき株主変更等の届出のために作



- 15 -

成提出した本件変更届出書①においてＢを発行済株式総数の１００分の５以上の株

式を有する株主として記載することは到底考えられないことというべきである。ま

た，本件議事録においては，出席株主数が１２名と記載され，議決権を行使できな

いＢを除くすべての株主が出席したこととされ，かつ，代表取締役Ｉ，取締役Ｌ，

同Ｍ及び同Ｅが出席した旨記載されているところ，被告岡崎市の職員が平成１９年

１０月２２日にＬから事情聴取した内容を記載した「報告」と題する書面（乙５）

には，Ｌが平成１７年６月末以降原告の株主総会に出席していない旨説明したこと

が記載されており，これによれば，原告の株主・取締役であるＬが上記臨時株主総

会に出席していないことが認められ（原告も，本訴において，この事実を認めてい

る。），本件議事録に虚偽の記載があることが認められる。これらの事実に加え，

原告が，被告岡崎市から平成１９年７月２日に聴聞通知書の交付を受けた後の同月

１１日になって，本件変更届出書②を提出したことにもかんがみると，本件議事録

や本件変更届出書②をもって，平成１８年１０月２０日ころにＢが原告の株式４０

株を原告に譲渡したものと直ちに認めることはできない。

エ なお，原告が書証として提出する本件約束手形の写し（甲５の１・２），

原告のＪ信用金庫Ｋ支店の当座勘定照合表の写し（甲６）によれば，原告が平成１

８年１０月２４日に本件約束手形を振り出してこれをＢに交付し，支払期日の同年

１２月２０日に本件約束手形が決済されてＢに４００万円が支払われたものと認め

られる。しかし，Ｂは，平成１８年６月３０日時点で，原告に対して１２００万円

を貸し付けており，原告がＢに対して支払った４００万円が同貸付金の返済であっ

たとしても何ら不自然ではないし，むしろ，前記のとおり本件変更届出書①にＢが

従前どおり株主として記載され，本件議事録の作成経緯や記載内容が不自然である

ことに照らせば，上記４００万円の支払は１２００万円の貸付金の返済のためにさ

れたものと認めるのが相当である。なお，原告が書証として提出する領収証（甲７，

８）には，前記のとおり，２００万円につき「貴社株式（４０株）売却代金とし

て」，２００万円につき「貴社への貸付金の弁済金として」と記載してあるが，そ
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の記載内容が真実であることを客観的に裏付ける証拠がない以上，本件約束手形の

手形金４００万円のうち２００万円がＢが保有する原告の株式４０株の譲受代金に

充てられたことを示す証拠としては採用することができない。また，原告代表者，

Ｈ及びＢ作成の各陳述書（甲１～３）並びにＨの証言における平成１８年１０月２

０日ころにＢが原告の株式４０株を原告に譲渡した旨の供述部分は，同事実を認め

るに足りる的確な証拠とはいえない。

したがって，Ｂは，○の有罪判決が確定した平成１９年５月２３日の時点におい

て原告の株式４０株（発行済株式総数の約１００分の１１）を保有していたものと

認められる。なお，同時点において，原告の代表取締役Ｉは原告の株式１０株，取

締役Ｌは２０株，同Ｍは１０株，監査役Ｎは１０株をそれぞれ保有していたから

（乙１），Ｂの保有する株式数は，原告の代表取締役，取締役及び監査役のいずれ

よりも多かった。

(3) Ｂの原告に対するその他の関与について

ア Ｂは，平成１８年６月３０日時点で，原告に対し１２００万円を貸し付け

ており，上記(2)のとおり，同年１２月２０日に決済された本件約束手形によって

同貸付金のうち４００万円が返済されたとしても，○の有罪判決が確定した平成１

９年５月２３日の時点において，原告に対し８００万円を貸し付けていたものと認

められる。

イ また，証拠（甲１～３，乙６の１～３，７の１・２，８，証人Ｈ）によれ

ば，①Ｈは，平成１７年１１月ころ，従前の原告代表取締役のＬから原告の経営を

譲り受けたものの，Ｈが従前経営していた株式会社Ｏが倒産し，Ｈ自身も破産決定

及び免責決定を受けていたことから，原告の従業員であったＩを原告の代表取締役

に就任させ，実質的な経営権はＨが掌握していたこと，②Ｈは，Ｂとは４０年くら

い前（Ｂが高校生の時）からの知り合いであり，株式会社Ｏを経営していたときに

当時Ａを経営していたＢの父から資金を借りるなど，Ｂ及びその父らと懇意にして

いたこと，③Ｈは，原告におけるＬ一族の出資割合を減らすために，平成１８年１
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月に原告の資本金を１０００万円に増資することにしたが，その際，Ｂに依頼して

４０口（２００万円）を出資してもらったほか，Ｂから紹介を受けたＦから２０口

（１００万円），Ａの従業員であったＧから２０口（１００万円）を出資してもら

ったこと，が認められる。

(4) 検討

以上によれば，Ｂは，○の有罪判決が確定した平成１９年５月２３日の時点にお

いて，原告の株式４０株（発行済株式総数の約１００分の１１。原告の代表取締役，

取締役及び監査役のいずれの保有株式数よりも多い。）を保有しており，原告に対

し少なくとも８００万円を貸し付けていたほか，原告の株式各２０株を保有してい

たＦ及びＧは，Ｂが原告の実質的経営者Ｈに紹介した者であったのであるから，こ

れらの事実に前記(1)で検討した法７条５項４号ニ所定の「法人の役員」の該当性

に係る判断の在り方を併せ考慮すれば，仮にＢが原告の経営方針に口を出すことが

なく原告の事務所に１度も顔を出すことがなかったとしても，Ｂは原告において

「取締役と同等以上の支配力」を有する者に当たり，法７条５項４号ニ所定の「法

人の役員」に該当するものと認めるのが相当である。

そうすると，原告における法７条５項４号ニ所定の「法人の役員」に該当するＢ

が禁錮以上の刑に処せられたものであるから，岡崎市長が，１４条５項２号ニ，同

号イ，７条５項４号ロの事由に該当するとして，法１４条の３の２第１項１号に基

づいて本件処分①をしたことは，適法である。

２ 争点(2)について

前記１で述べたとおり，岡崎市長がした本件処分①は適法であるから，愛知県知

事が，本件処分①を前提として，法１４条の３の２第１項１号，１４条５項２号イ，

７条５項４号ニの規定に従って本件処分②をしたことも，適法である。

３ 結論

以上によれば，原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし

て，主文のとおり判決する。
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